
白川町長の職務を代理する職員の順序を定める規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

   令和７年１２月１５日 

 

                         白川町長  佐 伯 正 貴 

 

白川町規則第３１号 

 

 

白川町長の職務を代理する職員の順序を定める規則の一部を改正する規則 

 

白川町長の職務を代理する職員の順序を定める規則（昭和５９年白川町規則第１７号）の一

部を次のように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第１５２条第３項の規定による、白川町長

の職務を代理する上席の職員は、参事及び

白川町課設置条例（令和６年白川町条例第

２４号）第１条に定める課の長の職にある

者とし、その順序は、第１順位を参事と

し、第２順位以後は同条に定める課の順序

とする。 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第１５２条第３項の規定による、白川町長

の職務を代理する上席の職員は、参事及び

課長                                   

                             の職にある

者とし、その順序は、次のとおり          

                                       

とする。 

 第１順位 参事 

 第２順位 総務課長 

 第３順位 企画課長 

 第４順位 町民課長 

 第５順位 保健福祉課長 

 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 


